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通所介護 

重要事項説明書 

 

  通所介護の提供に当たり、事業所の概要や提供されるサービスの内容、利用上の留意事項

等の重要事項について次のとおり説明します。 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 株式会社 e-select 

主たる事務所の所在地 
〒904-0104  

沖縄県中頭郡北谷町字桃原 9番地の 2 1階 

代表者（職名・氏名） 代表取締役 渡久地 政隆 

設 立 年 月 日 令和 5年 8月 4日 

電 話 番 号  098-979-8570 

２．事業所の概要 

事 業 所 の 名 称 リハビリ特化型デイサービス e-リハ 

事 業 所 の 所 在 地 
〒904-0104  

沖縄県中頭郡北谷町字桃原 9番地の 2 1階 

電 話 番 号 098-979-8570 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 098-979-8571 

指定年月日・事業所番号 令和 6 年 4 月１日指定  

実施単位・利用定員 2 単位 定員 23人 

通常の事業の実施地域 沖縄市、北谷町、北中城村 ※その他地域も相談可能 

併 設 事 業 所 なし 

第三者評価の実施の有無 無 実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  評価結果の開示状況  

３．事業の目的と運営の方針 

（1） 事業の目的 

 ・指定通所介護等は、介護保険法令に従い、事業所の生活相談員又は看護職員及び介護職   

 員が、要支援・要介護状態にある高齢者に対し、適切な指定通所介護等を提供することを 

 目的として、サービスを提供します。  

（2）運営の方針 

・ 通所介護の提供に当たっては、事業所の従業者は、要支援・要介護者の心身の特性を

踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の

維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによっ

て、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び

精神的負担の軽減を図ります。 

・ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、

地域の保健医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービス

の提供に努めます。 
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４．提供するサービスの内容 

・日常生活動作の機能訓練 

  利用者が日常生活を営む上で必要な機能の減退を防止するための訓練、利用者の心

身の活性化を図るためのレクリエーション等を行います。 

 

・健康状態の確認 

  体調や血圧等の確認を行います。 

・送迎 

  居宅から事業所までの送迎及び乗降の介助を行います。交通渋滞により遅延するこ  

 とがあります、ご了承下さい。 

・日常生活における相談及び助言 

  利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行います。 

・その他日常生活上の援助 

  利用者に必要な日常生活上の世話及び援助を行います。 

 

５．営業日時 

営 業 日 
月曜日から土曜日まで 

ただし、年始（1月 1日から 1月 3日まで）を除きます。 

営業時間  8：30～17：30 

サービス提供時間  1単位目 9：10～12：10 2単位目 13：20～16：20 

 

６．事業所の従業者の体制                            （令和 7年 9月 1日現在） 

職種 
常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者 人 1人   

生活相談員 人 3人 人 人 

 看護職員 人 人 人 3人 

 介護職員 人 3人 4人 人 

機能訓練指導員 人   2人 人 3人 

・管理者  

施設の運営管理、スタッフの管理、利用者のケアプランの管理、関係機関との連携、法令遵

守と品質管理、危機管理、利用者や家族とのコミュニケーション 

・生活相談員 

相談業務、ケアプランの作成・調整、連携・協力業務、プログラムの企画・実施、日常生活

の支援、書類作成・管理、情報提供と教育 

・看護職員 

健康状態のチェック、医療処置の実施、リハビリテーションの支援、口腔機能訓練・健康教

育・指導、ケアプランへの参加、緊急時の対応 

・介護職員 

日常生活の支援、リハビリ活動の支援、健康管理の支援、移送サービスの提供、ケアプラン

の実施、清掃や環境整備、記録・報告業務、家族や関係者との連携 
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・機能訓練指導員 

機能訓練プログラムの計画・実施、個別訓練の提供、リハビリテーションの支援、健康管理

の支援、機能評価の実施、教育・指導活動、記録・報告業務 

７．利用料等 

 サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、お支払いいただく「利

用者負担金」は、原則として基本利用料に利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割

合を乗じた額です。 

ただし、支払方法が償還払いとなる場合には、利用料の全額をお支払いいただきます。

支払いを受けた後、事業所からサービス提供証明書を発行しますので、市町村の介護保険担

当窓口に提出し、後日払い戻しを受けてください。 

（１）通所介護の利用料 

【基本部分：通所介護費】（通常規模型） 

所要時間 
利用者の

要介護度 

通所介護費（１回あたり）要支援費（1月あたり） 

単位

数※(

注 4)

参照 

基本利用料 

※（注１）参

照 

利用者負担金 

(自己負担１割の場

合) ※（注２）参

照 

利用者負担金 

(自己負担２割の場

合) ※（注２）

参照 

利用者負担金 

(自己負担３割の場

合) ※（注２）参

照 

3 時間以

上 

4 時間未

満 

要介護１ 370 3700 円 370円 740円 1110 円 

要介護２ 423 4230 円 423円 846円 1269 円 

要介護３ 479 4790 円 479円 958円 1437 円 

要介護４ 533 5330 円 533円 1066 円 1599 円 

要介護５ 588 5880 円 588円 1176 円 1764 円 

 

【加算・減算】 

 要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算又は減算されます。 

加算等の種類 

加算・減算額（１回あたり） 

単位数 

基本利用料 

※（注１）

参照 

利用者負担金 

(自己負担１割

の場合) ※（注

２）参照 

利用者負担金 

(自己負担２割

の場合) ※（注

２）参照 

利用者負担金 

(自己負担３割

の場合) ※（注

２）参照 

口腔機能向上加算

（Ⅱ）（月２回まで） 
160 1600円 160円 320円 480円 

個別機能訓練加算(

Ⅱ)（月 1回まで） 
20 200円 20円 40円 60円 

個別機能訓練加算 

（Ⅰ）ロ 
76 760円 76円 152円 228円 

個別機能訓練加算 

（Ⅰ）イ 
56 560円 56円 112円 168円 



  4 / 7 

 

科学的介護推進体制

加算（月 1回まで） 
40 400円 40円 80円 120円 

介護職員処遇改善

加算（Ⅱ） 

（基本利用料＋各種加

算減算)の 9.0％ 
左記額の１割 左記額の２割 左記額の３割 

送迎減算 

(片道につき) 
▲47 ▲470 円 ▲47円 ▲94円 ▲141 円 

（注１）上記の基本利用料及び加算等は、厚生労働大臣が告示で定める金額（事業所の所在

地がその他のため、単位数に 10を乗じた額）であり、これが改定された場合は、こ

れら基本利用料等も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本

利用料等を書面でお知らせします。 

（注２）介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額を

ご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 

（注３）上記の利用者負担金は目安の金額であり、円未満の端数処理等により多少の誤差が

生じることがあります。 

（注４）感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実

績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも 100分の５以上減少している

場合には、利用者数が減少した月の翌々月から３月以内に限り、１回につき所定単

位数の 100分の３に相当する単位数が所定単位数に加算されます。ただし、利用者

数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情がある

と認められる場合には、当該加算の期間が終了した月の翌月から更に３月以内に限

り、引き続き１回につき所定単位数の 100分の３に相当する単位数が所定単位数に

加算されることがあります。 

（２）その他の費用 

飲食費 おやつ+飲み物代+備品代 180円 

おむつ代等 
紙おむつ 100円/枚 

パッド 50円/枚 

交通費 
通常の事業の実施地域を越えて行う送迎に係る費用として、通常の事業

の実施地域を越えた地点から、片道 50円/ｋｍをいただきます。 

その他 

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担

が適当と認められるもの（利用者の希望によって提供する日常生活上必

要な身の回り品など）について、費用の実費をいただきます。 

（３）キャンセル料 

 利用予定日の前にサービス利用の中止又は変更をすることができます。 

この場合には、利用予定日の前営業日 12 時までに事業所に申し出てください。利用日

の前営業日 12 時までに連絡がなく、サービス提供をキャンセルした場合は、以下のとお

りキャンセル料をいただきます。ただし、利用者の体調や容体の急変など、やむを得ない

事情がある場合は、キャンセル料はいただきません。 

キャンセルの時期 キャンセル料 

ご利用日の前営業日 12時までに 

ご連絡いただいた場合 
無料 

ご利用日の前営業日 12時までに 

ご連絡がなかった場合 
利用者負担金の 30％の額 

（４）支払い方法 

毎月、10日前後に前月分の利用料の請求をいたしますので、20日までに口座内に入金お
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願いします。引き落としは、21日を予定しておりますが、21日が休日の場合翌営業日の引

き落としになります。 

※口座振替の手続き上、はじめの 2 カ月は金融機関の振り替え準備が間に合わないため、

基本的に現金でのお支払いをお願いしています。ご了承よろしくお願いいたします。 

８．サービスの利用に当たっての留意事項 

・サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐにお申し出ください。 

・複数の利用者の方々が同時にサービスを利用するため、周りの方のご迷惑にならない

ようお願いします。 

・利用者の事情で時間に遅れた場合、送迎サービスが受けられない場合があります。 

 

９．秘密保持及び個人情報の保護 

・事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由な

く、在職中及び退職後において、第三者に漏らしません。これは、この契約終了後も

同様とします。 

・事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働

省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ

ダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

・事業所は、利用者の個人情報については利用者から、その家族の個人情報について

はその家族から予め文書で同意を得ない限り、利用者の居宅サービス計画等の立案

のためのサービス担当者会議、居宅サービス事業者等との連絡調整等において、利用

者又はその家族の個人情報を用いません。 

 

１０．緊急時における対応方法 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速や

かに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。 

利用者の主治医 

医療機関の名称 

氏名 

所在地 

電話番号 

 

緊急連絡先 

（家族等） 

氏名（利用者との続柄） 

電話番号 

 

 

１１．事故発生時の対応 

 通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援

専門員及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 また、利用者に対する通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠

償を速やかに行います。 

 

１２．苦情相談窓口 

サービス提供に関する苦情や相談は、下記の窓口でお受けします。 

 

 

（１）事業所の窓口 

事業所相談窓口 
電話番号  090－6861－0334 

受付時間 月曜日から金曜日 9時から 17時 
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担当者名 渡久地 政隆 

 

（２）その他苦情申立の窓口 

苦情受付機関 

沖縄県国民健康保険団体連合会介護

サービス苦情処理相談窓口 
電話 098-860-9026 

沖縄市介護保険課地域支援担当 電話 098-939-1212 

北谷町福祉課 高齢者福祉係 電話 098-936-1234  

 
北中城村役場 福祉課 高齢者福

祉係 
電話 098-935-2233 

 
沖縄県介護保険広域連合 業務

課指導係 
電話 098-911-7502 

 

１３．非常災害対策  

・事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する具体的な防災計画を

作成します。 

・事業所は、防災計画に基づき、年 2 回、利用者及び従業者等の避難、救出その他必要

な訓練を行います。 

 

１４．サービスの終了 

 次の場合にサービスは終了となります。 

（１）利用者のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の 30日前までに文書でお申し出下さい。 

ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が 30日 

以内の通知でもこの契約を解約することができます。 

 

（２）事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合があ

ります。その場合は、1ヶ月前までに文書で通知します。 

 

（３）自動終了 

次の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了いたします。 

・利用者が介護保険施設へ入院又は入所した場合 

・利用者の要介護状態区分が要支援又は自立となった場合 

・利用者が死亡した場合 

 

（４）その他 

①次の場合は、利用者は文書で解約を通知することにより、直ちにサービスを終了す

ることができます。 

・事業者が、正当な理由なくサービスを提供しない場合 

・事業者が、守秘義務に反した場合 

・事業者が、利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 

・事業者が、倒産した場合 

②その他、利用者は契約更新を希望しない場合、利用料等の変更に対して同意するこ

とができない場合には契約を解約することができます。 

http://www.okikoku.or.jp/kaigo/03_01.php
http://www.okikoku.or.jp/kaigo/03_01.php
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③次の場合は、事業者は文書で解約を通知することによって直ちにサービスを終了さ

せていただく場合があります。 

・利用者の利用料等の支払いが 3ヶ月以上遅延し、利用料等を支払うよう催告したに

も拘らず、別途定めた期限内に支払われなかった場合 

・利用者又はその家族が事業者や従業者又は他の利用者に対して、この契約を継続し

難いほどの背信行為を行った場合 

１５．虐待防止の為の措置に関する事項  

第 16条 施設（事業所）は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲  

げる措置を講じるものとする。 

一 施設（事業所）における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装   

置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結  

果について、従業者に周知徹底を図ること。 

  二 施設（事業所）における虐待の防止のための指針を整備すること。 

  三 施設（事業所）において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に  

  （年 1回以上）実施すること。 

  四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者（利用者の家族等高齢  

者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やか 

に、これを市町村に通報するものとする。 

 

   令和   年   月  日 

 
 
事業所は、利用者へのサービス提供開始に当たり、上記のとおり重要事項を説明しまし

た。 

 

説 明 者  所 在 地  沖縄県中頭郡北谷町字桃原 9番地の 2 1階 

事業所名  リハビリ特化デイサービス e-リハ 

職・氏名  管理者 渡久地 政隆      

 

 

私は、事業所より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 
 
        利 用 者  住 所 

氏 名                    

 

 

代 理 人 

住 所 

氏 名                  

本人との続柄 


